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３ 事業計画

（１）施設計画

施設計画の一部を次のように変更する。

ア 利用施設計画

利用施設計画の一部を次のとおり変更する。

（ア）集団施設地区

次の集団施設地区を次のとおり変更する。

（表10：集団施設地区変更表）

番号 名 称 区 域 計 画 目 標

３ 阿寒湖畔 北海道釧路市内 本地区は阿寒湖に面し、周辺はミズナラ、

国有林根釧西部森林管理署 ハンノキ、アカエゾマツ等の針広混交林に囲

2149林班及び2150林班の各一 まれた温泉地となっており、年間66万人（平

部 成20年度）の宿泊利用者がある。

近年、旅行形態の変化や景観形成や街づく

北海道釧路市 りの取組みの推進等、本地区の社会的条件が

阿寒町阿寒湖温泉、シアンヌ 変化している。

及びシュリコマベツの各一部 その社会的変化に対応し、四季型の利用推

進を図るための拠点とする。
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整 備 計 画 区 及 び 基 盤 施 設 整 備 方 針 面積(ha) 備 考

阿寒湖畔地区 公園西側の利用拠点として、四季型の利用推

進を図るための施設整備を行う。

既存施設の充実を図るとともに、エコミュー

ジアムセンター、湖岸遊歩道、宿泊施設、園地、

駐車場、野営場、スケート場等の整備を行う。

なお、施設の整備にあたっては、湖岸及び自

然林の保護並びに各施設からの排水及び土砂の

流出等による阿寒湖の水質汚濁の防止に努める

とともに、雄阿寒岳や阿寒湖等への眺望にも配

慮するよう努める。

81.0

国 公 私

面 積 計 15.6 16.4 49.0

81.0
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阿寒湖畔集団施設地区計画図

1

N

1:5,000

2

3

4

5

6 7

8
9

10

1 － 2 汀線界
2 － 3 河川敷（除）界
3 － 4 送電線敷（除）界
4 － 5 道路敷（含）界
5 － 6 地番界
6 － 7 道路中心線より100m線界
7 － 8 地番界
8 － 9 道路敷（含）界
9 － 10 地番界
10 － 1 稜線界

区域線
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